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新宿 区 印 鑑 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 （新 宿 区 印 鑑 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 1 条  新宿 区 印 鑑 条 例 （ 昭 和 5 0 年 新 宿 区 条 例 第 1 7 号 ） の 一 部 を

次の よ う に 改 正 す る 。  

第 19 条 中 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番

号の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第 7 項

に規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 」 を 「 次 に 掲 げ る 書 類 」 に 改 め 、 「 第

22 条 第 7 項 」 の 次 に 「 （ 同 法 第 2 2 条 の 3 第 2 項 に お い て 準 用 す

る場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 条 第 1 項 」 を 「 同 法 第 2 2 条 第 1

項」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

 ⑴  行政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第 7 項 に 規 定 す

る個 人 番 号 カ ー ド  

 ⑵  出入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 2 6 年 政 令 第 3 1 9 号 ） 第 1 9

条の 1 5 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド  

 ⑶  日本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出

入国 管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成 3 年 法 律 第 7 1 号 ） 第 1 6 条 の 2

第 1 項 に 規 定 す る 特 定 特 別 永 住 者 証 明 書  

 （新 宿 区 一 般 事 務 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 2 条  新宿 区 一 般 事 務 手 数 料 条 例 （ 平 成 1 2 年 新 宿 区 条 例 第 5 号 ）

の一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別表 備 考 中 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番

号の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第 7 項

に規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 」 を 「 次 に 掲 げ る 書 類 」 に 改 め 、 「 第

22 条 第 7 項 」 の 次 に 「 （ 同 法 第 2 2 条 の 3 第 2 項 に お い て 準 用 す

る場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 条 第 1 項 」 を 「 同 法 第 2 2 条 第 1

項」 に 改 め 、 同 表 備 考 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

 ⑴  行政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第 7 項 に 規 定 す

る個 人 番 号 カ ー ド  

 ⑵  出入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 2 6 年 政 令 第 3 1 9 号 ） 第 1 9

条の 1 5 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド  



 ⑶  日本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出

入国 管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成 3 年 法 律 第 7 1 号 ） 第 1 6 条 の 2

第 1 項 に 規 定 す る 特 定 特 別 永 住 者 証 明 書  

（新 宿 区 住 民 基 本 台 帳 制 度 の 適 正 な 運 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 3 条  新宿 区 住 民 基 本 台 帳 制 度 の 適 正 な 運 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成

14 年 新 宿 区 条 例 第 4 8 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 11 条 の 2 中 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め

の番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第

7 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 」を「 次 に 掲 げ る 書 類 」に 改 め 、「 第

22 条 第 7 項 」 の 次 に 「 （ 同 法 第 2 2 条 の 3 第 2 項 に お い て 準 用 す

る場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 条 第 1 項 」 を 「 同 法 第 2 2 条 第 1

項」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

 ⑴  行政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ） 第 2 条 第 7 項 に 規 定 す

る個 人 番 号 カ ー ド  

 ⑵  出入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 2 6 年 政 令 第 3 1 9 号 ） 第 1 9

条の 1 5 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド  

 ⑶  日本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出

入国 管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成 3 年 法 律 第 7 1 号 ） 第 1 6 条 の 2

第 1 項 に 規 定 す る 特 定 特 別 永 住 者 証 明 書  

 

   附  則  

 

この 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （提 案 理 由 ）  

出入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 6 年 法

律第 5 9 号 ） の 施 行 に よ る 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 2 6 年 政

令第 3 1 9 号 ） の 改 正 等 を 踏 ま え 、 特 定 在 留 カ ー ド 等 を 機 構 経 由 端 末

機に よ る 証 明 書 等 の 交 付 の 請 求 等 に 係 る 必 要 書 類 と し て 追 加 す る 必

要が あ る た め  

 


